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北海道所有者不明土地連携協議会・講習会

札幌法務局民事行政部不動産登記部門

法務局における
所有者不明土地に関する取組について

（長期相続登記未了土地解消作業を中心に）
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所有者不明土地問題の解消に向けた取組

経済財政運営と改革の基本方針2017等

所有者不明土地問題の解消に向けた政府方針等

・共有地の管理に係る同意要件の明確化や，（中
略）長期間相続登記が未了の土地の解消を図るた
めの方策等について，関係省庁が一体となって検
討を行い，必要となる法案の次期通常国会への提
出を目指す。
・登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的課
題については，関連する審議会等において速やか
に検討に着手する。
・法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大すると
ともに、所有者情報の収集・整備・利活用を推進
するため、制度・体制の両面から更なる取組を進
める。

自由民主党政務調査会

・政府においては，（中略）税制上の措置を講ずるべきである。

公明党「成長戦略２０１７」

指定都市市長会「所有者不明土地対策推進に関する提言」

・登録免許税の減免措置により登記手続きに
要する個人の負担をさらに軽減すべきである。

・法定相続情報証明制度の利用拡大等による相続登記に関する
国民の負担軽減や専門家の活用を図り，相続登記を促進する。

「所有者不明土地等に関する特命委員会中間とりまとめ」

１

平成３０年１月１９日 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催
所有者不明土地等に係る諸課題について，関係行政機関の緊密な連携の下，政府一体となって総合的な対策を推進
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法務局における具体的取組

１ 法定相続情報証明制度の創設及び利用範囲の拡大（平成２９年５月２９日施行，平成３０年４月１日変更）

２ 長期相続登記未了土地の解消（平成３０年１１月１５日施行）

３ 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設(平成３０年４月１日施行，１１月１５日施行)

・金融機関等での利活用が進む「法定相続情報証明制度」を行政機関における各種の相続手続においても利用できるようにするな
ど，制度の利用範囲の拡大を通じて相続登記の促進を図る。

・長期間相続登記が未了の土地について，所有権の登記名義人に相続が発生しているかどうか，相続が発生している場合には，相
続人となり得る者を調査し，その者に直接的な相続登記の促しを行うとともに，調査結果を登記所に備え付け，事業実施主体にお
ける土地の利活用にもつなげ，このような土地の解消を図る。

・一定の要件を満たす土地に関して相続登記を申請する場合に，当該登記にかかる登録免許税を免除する特例を設ける（租税特別
措置法の改正）。

２

相 続 登 記 の 促 進 策

４ 表題部所有者不明土地の解消（令和元年５月２４日公布）
・表題部所有者不明土地について，所有者の探索に関する制度を設ける(施行日：公布後６月以内)。
・探索の結果，判明した所有者を登記簿に反映させる(施行日：公布後６月以内)。
・所有者が判明しなかった場合，適切な管理を可能とする制度を創設する(施行日：公布後１年６月以内)。

５ 法務局における遺言書の保管制度(令和２年７月１０日施行）

・自筆証書遺言を作成した場合，法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができる。
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平成２９年５月２９日から，相続登記を促進させるための新たな制度として
「法定相続情報証明制度」の運用を開始

＜制度概要＞
各種の相続手続に際して，被相続人及び相続人の戸除籍謄抄本の束の代わりとして利用するこ
とができるよう，被相続人及び相続人の情報を一覧にして記載した一枚又は数枚からなる書面
を，登記官が確認し，その写しに認証文を付して交付する制度

＜ねらい・効果＞
相続人の相続手続における手続的な負担を軽減
本制度を利用するために登記所を訪れる相続人に対して，相続登記の直接的な促しの契機を創出

銀行等の相続手続においては相当程度利用されている。

一方で，一覧図に記載される情報は，戸籍上の情報のうち，相続人が誰であるかを明らかにするための最低限のものに
絞られている。
そのため，行政機関の相続手続等においては，戸籍の記載を確認する必要があるとして本制度の利用に踏み切れない手
続もある。

※運用開始後１か月間の申出件数約6,000件のうち，利用目的（複数選択可）に預貯金の払戻しを含むものは全体の
約８割

平成３０年４月から法定相続情報一覧図の記載内容の拡充・詳細化（次ページ参照）により，
法定相続情報証明制度の利用範囲を行政機関における各種の相続手続等へ拡大

１ 法定相続情報証明制度の新設と利用範囲の拡大

３
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実子・養子の別が分
かるよう，戸籍に記
載される続柄を記載

相続税の申告手続
に利用が拡大

被相続人の最後の本
籍も記載

本籍を確認する必
要がある手続に利
用が拡大

相続人の住所の記載がある
場合は，相続登記等の住所
証明情報としても利用可能
に

利用範囲拡大後の一覧図の写し（例）

４

１ 法定相続情報証明制度の新設と利用範囲の拡大
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￥
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最後の登記から９０年以上経過
しているもの

最後の登記から７０年
以上経過しているもの

最後の登記から５０年
以上経過しているもの

大都市
（所有権の個数：24,360個）

０．４％ １．１％ ６．６％

中小都市・中山間地域
（同上：93,986個）

７．０％ １２．０％ ２６．６％

長期相続登記未了土地解消作業の概要について

現状 不動産登記簿における
相続登記未了土地調査

長期間相続登記等が未了となっているおそれのある土地
が相当数あることが判明

※割合は累積値対応策

長期間相続登記が未了となっている土地について，相続が発生していないか，相続が発生している場合に，
相続人として登記名義人となり得る者が誰かを登記官が調査し，調査結果を踏まえて相続登記の促進につ
なげる仕組みを創設

① 地方公共団体が行う公共事業の地域内の土地

② 登記の日から長年経過している土地を抽出

③ 登記名義人が死亡し，相続が発生している土地

④ 死亡後３０年以上が経過している土地

長期相続登記未了土地解消作業の対象となる土地

選定イメージ図

5
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２ 長期相続登記等未了土地解消作業

① 所有者不明土地問題に直面する自治体のニーズを踏まえ，調査地域の選定
② 長期間相続登記等が未了の土地の洗い出し
③ 調査対象土地の登記情報と戸除籍を突合し，登記名義人について相続が発生していないかどうかを確認し，その結

果を踏まえ，登記名義人の法定相続人情報（法定相続人の一覧図）を作成
④ ②及び③を登記官が審査し，法定相続人情報等を登記簿の一部として登記所に保管するとともに，長期相続登記未

了である旨を登記記録に記録
⑤ 調査で判明した相続人に対し，相続登記を促す通知を発出

ｖ
調査で判明した相続人本人に対する直接的な相続登記の促し
法定相続人情報を相続登記申請時における添付書類として援用することを可能とし，相続登記の申請人の手続負担を軽減
事業実施主体の所有者探索のコスト削減，簡便化（法定相続人情報を必要に応じて提供）

公共事業用地の取得，農地の集約化，森林の適正な管理等の事業の円滑化・進展に寄与

解消作業の概略

解消作業の具体的な流れ

この作業により物的情報である不動産登記情報と人的情報である戸籍情報との結びつけが可能に
⇒ 相続登記を促す通知を発出するなどして登記情報の正確性向上
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３ 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置

所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第7号）により新設

・相続により土地の所有権を取得した個人が相続
による当該土地の所有権の移転登記を受けないで
死亡し，その者の相続人等がその死亡した者を所
有権の登記名義人とするために受ける当該移転登
記に対する登録免許税を免税

・個人が，市街化区域外の土地で市町村の行政
目的のため相続登記の促進を図る必要があるも
のとして法務大臣が指定する土地について相続
による所有権の移転登記を受ける場合において，
当該移転登記の時における当該土地の価額が10
万円以下であるときは，当該移転登記に対する
登録免許税を免税

適用期間：所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）の施行の日である平成３０年１１月
１５日から平成３３年３月３１日まで

適用期間：平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

相続登記の促進を図る必要がある土地（地域）は，所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき定める
基本方針に従い，市町村からの申出を踏まえて法務大臣が指定

①租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第８４条の２の３第１項

②租税特別措置法第８４条の２の３第２項

7
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